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越企水第２５７２号  

令和７年１１月６日  

 

関係各位 

 

越前市長 山 田 賢 一  

（公印省略）  

 

 

回 答 書 

 

 

業務名：越前市水道施設運転管理業務包括委託 

 

 上記業務の公募型プロポーザルに係る手続き開始に伴い、実施要領等に関する質問書の

提出がありましたので、下記のとおり回答します。 

 

記 

 

№ 質問事項 質問内容 回答 

１ 公告 Ｐ６ 

８  第２次審査

（プレゼンテー

ション等）の実施

方法 

（１） 

「企画提案事業者の持ち時間

は、概要説明を３０分以内、

ヒアリングを２０分程度実施

する。」 

との記載がありますが、当日

の備品準備等に支障がないよ

う、事前にプレゼンテーショ

ン実施場所の確認をさせてい

ただくことは可能でしょう

か。 

会場使用の都合上、事前の確

認はできません。 

なお、スクリーン等のプレゼ

ンテーションに必要な機器設

置・準備は市で行います。 

２ 公告 Ｐ６ 

８  第２次審査

（プレゼンテー

ション等）の実施

方法 

（２） 

「プレゼンテーションは、提

出された企画提案書等に基づ

いて説明し、補足説明資料そ

の他の追加資料の提出及び説

明はできないものとする。」 

との記載がありますが、企画

提案書を基に、説明に必要な

範囲で内容を抜粋し、パワー

ご理解のとおりです。 

企画提案書の内容に基づいて

いるものであれば問題はあり

ません。 
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ポイント形式にて説明を行う

ことは可能でしょうか。 

３ 公告 Ｐ６ 

８  第２次審査

（プレゼンテー

ション等）の実施

方法 

（２） 

パワーポイントを用いてプレ

ゼンテーションを行う場合、

企画提案書の抜粋データに基

づいて、表示を部分拡大する

ことや余分な文言を消し分か

りやすくする等の見やすくす

る編集をしてもよろしいでし

ょうか。 

ご理解のとおりです。 

企画提案書の内容に基づいて

いるものであれば問題はあり

ません。 

４ 公告 Ｐ６ 

８  第２次審査

（プレゼンテー

ション等）の実施

方法 

（２） 

「プレゼンテーションは、提

出された企画提案書等に基づ

いて説明し、補足説明資料そ

の他の追加資料の提出及び説

明はできないものとする。」 

との記載がありますが、企画

提案書の内容に基づいて作成

したパワーポイント資料のス

ライドを、当日の説明時に配

布することは可能でしょう

か。 

スライド資料を別途作成する

場合は、企画提案書と一緒に

提出してください。 

５ 実施要領 Ｐ１０ 

９ 企画提案書等

の内容及び提出

方法 

（１） 提出書類 

ウ 

提出書類の「ア 企画提案

書」と「イ 見積書及び積算

内訳書」の電子データの提出

は、ＣＤ又はＤＶＤのメディ

アを１部提出すればよろしい

でしょうか。 

ご理解のとおりです。 

電子データ（ＣＤ又はＤＶＤ）

は１部提出をお願いします。 

６ 実施要領 Ｐ１０ 

９ 企画提案書等

の内容及び提出

方法 

（４）提出方法 

「また、提出書類は、日本産

業規格Ａ４判サイズとし、企

画提案書には表紙、目次及び

ページ番号を付し、総ページ

数を４０ページ以内とす

る。」 

との記載がありますが、図表

等の表現としてＡ３判サイズ

の資料を折り綴じてＡ４判サ

イズとして提出することは可

能でしょうか。 

提出資料は、日本産業規格Ａ

４判サイズでお願いします。 

Ａ３判サイズは不可としま

す。 
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７ 実施要領 Ｐ１０ 

９ 企画提案書等

の内容及び提出

方法 

（４）提出方法 

「また、提出書類は、日本産

業規格Ａ４判サイズとし、企

画提案書には表紙、目次及び

ページ番号を付し、総ページ

数を４０ページ以内とす

る。」 

との記載がありますが、企画

提案書の表紙と目次を含め４

０ページ以内と考えてよろし

いでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

規格提案書の表紙と目次を含

め４０ページ以内でお願いし

ます。 

８ 実施要領 Ｐ１１ 

９ 企画提案書等

の内容及び提出

方法 

（５）提出部数 

企画提案書の原本には、企業

名等の記載が可能だと考 

えますが、副本（複写可）も

同様に企業名等を記載してよ

ろしいでしょうか。 

正本には企業名等の記載を、

副本には企業名等は省略し提

出してください。 

９ 実施要領 Ｐ１２ 

１０ 審査方法及

び評価基準

（２）審査方法 

イ 第２次審査

（プレゼンテー

ション等による

最終審査） 

（ウ）実施方法 

A 

「プレゼンテーションの形式

は自由とする。希望する企画

提案事業者は電子機器を用い

て行うことができる。」 

との記載がありますが、プロ

ジェクター等を使用してプレ

ゼンテーションを行う場合、

スクリーンについては貴市に

てご用意いただくことは可能

でしょうか。 

プレゼンテーション当日の会

場には、本市にて、「スクリー

ン１基、プロジェクター１台、

ＨＤＭＩケーブル１本」につ

いて用意いたします。 

 


